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期
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会
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今
春
は
温
暖
な
日
が
続
き
、
平
年
よ
り
早
く
積
雪
ゼ
ロ
と
な

り
ま
し
た
。
農
業
者
は
順
調
に
蒔
き
付
け
作
業
が
進
ん
だ
こ
と

に
ほ
っ
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
先
、
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
無
事
に
豊
穣
の
秋
を
迎
え
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
ば

か
り
で
す
。

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
よ
う
や
く
収
束
の

兆
し
を
見
せ
、
こ
れ
ま
で
制
限
さ
れ
て
い
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
そ
の
一
方

で
、
緊
迫
化
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
が
世
界
に
及
ぼ
す
影
響
と

し
て
、
小
麦
を
は
じ
め
と
す
る
農
産
物
輸
入
の
停
滞
な
ど
が
危

惧
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
農
業
者
に
と
っ
て
深
刻
な
の
は
、

生
産
に
欠
か
せ
な
い
肥
料
の
高
騰
で
す
。
原
料
の
ほ
ぼ
す
べ
て

を
輸
入
に
頼
る
日
本
に
お
い
て
、
世
界
情
勢
に
起
因
す
る
過
去

最
高
の
肥
料
価
格
の
値
上
げ
は
、
農
業
経
営
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
。

災
害
、
資
材
高
騰
、
農
産
物
の
価
格
低
迷
と
、
常
に
取
り
巻

く
不
安
の
な
か
で
も
農
業
生
産
は
行
わ
れ
ま
す
。
春
に
な
れ
ば

畑
を
耕
し
、
種
を
播
き
、
雑
草
を
と
り
、
そ
し
て
秋
に
収
穫
を

迎
え
ま
す
。
こ
の
町
の
里
山
に
あ
る
、
め
ぐ
る
季
節
と
と
も
に

あ
る
営
み
が
、
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ

ん
。
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農業委員会活動報告
（令和４年１月～令和４年６月）

１月 20 日 農地等利用調整会議（八幡・寒別）

１月 25 日 農地等利用調整会議（豊岡）

１月 28 日 第１回農業委員会総会

２月 16 日 農地等利用調整会議（扶桑）

２月 22 日 農友会三役会・役員会

２月 28 日 第２回農業委員会総会

３月 ４日 農地等利用調整会議（扶桑）

３月 ８日 農地等利用調整会議（八幡）

３月 28 日 第３回農業委員会総会

４月 14 日 後志地方農業委員会連合会通常総会

４月 21 日 第１回農地委員会

４月 28 日 第４回農業委員会総会

５月 17 日 現地調査（高砂・岩尾別・比羅夫）

５月 19 日 現地調査（市街・峠下・大和）

５月 23 日 現地調査（富士見）

５月 27 日 第５回農業委員会総会

６月 30 日 第６回農業委員会総会

倶知安町の農業情報

◎ 農業人口（2020農林業センサス）
男 235人 女 197人 計 432人 182戸
◎ 農地面積（Ｒ4.3月末 農地台帳）

田 1,245ha 、畑 3,487ha 計 4,732ha
◎ 主な作物の作付面積・飼育数

（Ｒ4 ようてい農協ほか）

農地パトロールを実施します

全国農業新聞購読のおすすめ

農政の動き、農家のための農業

経営や暮らしに役立つ情報を週一

回、ご自宅にお届けします。家族

で楽しめる記事も充実していま

す。申し込みは、随時受け付けて

いますので、お気軽にお問い合わ

せ下さい。

・発 行 毎週金曜日

・購読料 月額７００円

・申し込み 農業委員会事務局

☎５６－８０１７

馬鈴薯 954ha
大 豆 323ha
ビート 405ha
玉ねぎ 25ha
うるち米 186ha
乳 牛 746頭
鶏 24,440羽

小 麦 560ha
小 豆 486ha
そ ば 201ha
人 参 37ha
もち米 50ha
肉 牛 90頭

遊休農地は、雑草木の繁茂や害虫発生等、周辺

で耕作する農業者に迷惑を及ぼすこととなるのみ

でなく、地域の農村環境の荒廃につながります。農

地所有者は、農地を適正に管理し、効率的な利用を

確保する責務があります。

農業委員会では、遊休農地の解消、適正かつ効率

的な農地利用、違反転用の早期発見のために、8月
に農地パトロールを実施します。


